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公立大学法人秋田公立美術大学個人情報保護規程

平成25年４月１日

規 程 第 2 9 号

秋田市個人情報保護条例（平成17年秋田市条例第11号）の規定による公

立大学法人秋田公立美術大学が取り扱う個人情報の保護については、秋田

市個人情報保護条例施行規則（平成17年秋田市規則第７号）その他関係法

令の例による。

附 則

この規程は、平成25年４月１日から施行する。
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